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（資料作成者注：今回改訂した箇所については、原則として紫色字で表示しています。） 

我が国の外務省は、2021年（令和 3 年）3月 31日付けで、中華人民共和国（以下単に「中国」といいます。）の基礎データに関する資料を

更新しました。 

また、中国国家統計局は、2021 年 2 月 28 日に、同国の 2020 年における国家経済及び社会発展に関する統計的な公式発表（予備的な統

計として）を行いました。その中の「XII. Resources, Environment and Emergency Management（訳者注：XII 資源、環境及び緊急事態管理）」

に、2020 年における死亡労働災害に関する一定の統計資料があります。 

さらに、「◎参考資料：[致死的な労働災害（つまり死亡災害）の発生率についての①日本、アメリカ合衆国、②英国、③EU 加盟国合計（EU

加盟 27か国（離脱した英国を除く。）及び EU 加盟 28 か国（英国を含む。）、④EU加盟国のうちドイツ、フランス、オランダ、ポーランド

及び英国との国別比較、⑤これらのデータと中国の 2019年の被雇用者 10万人当たりの労働災害死亡者数（発生率）との比較、⑥中国と日本、

アメリカ合衆国、英国並びに EU 加盟国のうちドイツ及びフランスとのこれらの国々の GDP10億米ドル当たりの死亡労働災害発生数（発生率）

との比較]」については、関係各国の最新の統計資料に基づき、改訂しました。 

以上のような状況を踏まえて、今回、2019 年 5月 21 日付けで中央労働災害防止協会技術支援部国際課のウェブサイトに掲載された中国の

労働安全衛生制度に関する資料を改訂しました。 

なお、今回改訂・更新した主要な部分は、別記のとおりです。 

（別記） 

項目 改訂内容 

第Ⅰ部 中国の国情 我が国外務省の中国の国情に関する公表資料（2021 年（令和 3 年）3 月 31 日付け）、最新版

の内閣府の主要経済指標等に基づき、改訂・更新しました。 

第Ⅱ部 労働災害発生状況 中国の国家統計局が、2021 年 2 月 28 日付けで、同国の 2020 年における国家経済及び社会

発展に関する統計的な公式発表（予備的な統計として）の中で「XII. Resources, Environment 

and Emergency Management」（Ⅻ 資源、環境及び緊急事態管理）として公表した 2020

年における死亡労働災害に関する一定の統計資料に基づき、改訂・更新しました。なお、こ

の資料は、2021 年 3 月 9 日に中央労働災害防止協会技術支援部国際課のウェブサイトに掲載

されたものを再掲しています。 

また、「◎参考資料：[致死的な労働災害（つまり死亡災害）の発生率についての①日本、アメ
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リカ合衆国、②英国、③EU 加盟国合計（EU 加盟 27 か国（離脱した英国を除く。）及び EU

加盟 28 か国（英国を含む。）、④EU 加盟国のうちドイツ、フランス、オランダ、ポーランド

及び英国との国別比較、⑤これらのデータと中国の 2019 年の被雇用者 10 万人当たりの労働

災害死亡者数（発生率）との比較、⑥中国と日本、アメリカ合衆国、英国並びに EU 加盟国

のうちドイツ及びフランスとのこれらの国々の GDP10 億米ドル当たりの死亡労働災害発生

数（発生率）との比較]」については、関係各国の最新の統計資料に基づき、改訂しました。 

第Ⅲ部 労働安全衛生を所管する中国の政府

機関等 

労働安全衛生を所管する中国の政府機関等について、それぞれの最新のウェブサイトアドレ

スに更新しました。その他の内容は、関連する新たな資料が見付からなかったので、2019 年

5 月 21 日付けで公開した内容を踏襲しています。 

第Ⅵ部 中国の労働安全衛生基準について 関連する中国の労働衛生基準がダウンロードできるウェブサイトアドレスを更新しました。

それ以外は、関連する新たな資料が見付からなかったので、2019 年 5 月 21 日付けで公開し

た内容を踏襲しています。 

第Ⅶ部 参考資料、参考文献 上記の第Ⅰ部、第Ⅱ部、第Ⅲ及び第Ⅵ部の改訂・更新に基づき、改訂・更新しました。 

 

なお、次の表に掲げる部等については、それぞれの原典が改訂されていないので、今回は改訂していません。 

番

号 

中国関係資料の標題等 

1 「第Ⅳ部 中国の労働安全衛生に関する国家プロファイルについて（2012 年）」については、ILO 中国及びモンゴル担当事務所によっ

て記述された原典、 

“National Profile Report on Occupational Safety and Health in China , 

Written by ILO Office for China and Mongolia” 

March 2012” 

2 「第Ⅴ部 ILO 本部のデータベースである“LEGOSH Occupational Safety and Health (OSH)”中に収載されている“Description of 

national OSH regulatory framework  China – 2013”（国家労働安全衛生法制の枠組みの説明、中国―2013 年）」の原典 

3 中華人民共和国の「危险化学品目录」（ 2015 年版）（訳者注：危険有害化学品目録。： 2021 年 10 月 21 日に、

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81%E7%9B%AE%E5%BD%95/9461803 

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81%E7%9B%AE%E5%BD%95/9461803
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にアクセスして変更されていないことを確認しました。)について、2017 年 3 月 21 日に、当国際課が公示したもの。ウェブサイト：

https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/201703_03.pdf ） 

 

https://www.jisha.or.jp/international/topics/pdf/201703_03.pdf

